
令和６年３月29日に公布された規則の一覧

番号 規則名 あらまし 公布日 施行日 担当課

6
島田市会計年度任用職員の給与及び費用弁
償に関する条例施行規則の一部を改正する
規則

島田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例の施行に伴い、同条例の施行に関し必要な事項を定めてい
る本規則についても所要の改正を行いました。

R6.3.29 R6.4.1 人事課

7
島田市青少年問題協議会条例施行規則を廃
止する規則

島田市青少年問題協議会条例の廃止に伴い、同条例の施行に関し必要
な事項を定めていた本規則を廃止することとしました。

R6.3.29 R6.4.1 社会教育課

8
島田市指定地域密着型サービスの事業の人
員、設備及び運営に関する基準等を定める
規則の一部を改正する規則

事業の全国的な基準を定めている省令（指定地域密着型サービスの事
業の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第34
号））の一部改正を受け、市の基準を改めました。

R6.3.29 R6.4.1 長寿介護課

9
島田市指定地域密着型介護予防サービスの
事業の人員、設備及び運営に関する基準等
を定める規則の一部を改正する規則

事業の全国的な基準を定めている省令（指定地域密着型介護予防サー
ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー
ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成
18年厚生労働省令第36号））の一部改正を受け、市の基準を改めまし
た。

R6.3.29 R6.4.1 長寿介護課

10
島田市特定教育・保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める規則
の一部を改正する規則

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育
て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号）の一部
改正を受け、市の基準を改めました。

R6.3.29
公布の日
（原則）

保育支援課

11
島田市職員の給与に関する規則の一部を改
正する規則

昇格時対応表及び降格時対応表の一部について、号給数を改める改正
等を行いました。

R6.3.29 R6.4.1 人事課

12 島田市職員職名規則の一部を改正する規則 職員の職名について、新たな職名を追加する改正を行いました。 R6.3.29 R6.4.1 人事課

13
島田市介護予防・日常生活支援総合事業指
定事業者の指定等に関する規則の一部を改
正する規則

介護保険サービスを提供する事業者の指定の申請等に関する様式につ
いて、令和６年度以降は厚生労働大臣が定める様式で申請等を行うこ
とが義務付けされたことから、本規則において定めのある独自様式を
削除し、厚生労働大臣が定める様式を使用する旨の規定に改めまし
た。

R6.3.29 R6.4.1 長寿介護課

14
島田市指定介護予防支援事業者の指定等に
関する規則の一部を改正する規則

介護保険サービスを提供する事業者の指定の申請等に関する様式につ
いて、令和６年度以降は厚生労働大臣が定める様式で申請等を行うこ
とが義務付けされたことから、本規則において定めのある独自様式を
削除し、厚生労働大臣が定める様式を使用する旨の規定に改めまし
た。

R6.3.29 R6.4.1 長寿介護課

15
島田市指定居宅介護支援事業者の指定等に
関する規則の一部を改正する規則

介護保険サービスを提供する事業者の指定の申請等に関する様式につ
いて、令和６年度以降は厚生労働大臣が定める様式で申請等を行うこ
とが義務付けされたことから、本規則において定めのある独自様式を
削除し、厚生労働大臣が定める様式を使用する旨の規定に改めまし
た。

R6.3.29 R6.4.1 長寿介護課

16
島田市指定地域密着型サービス事業者及び
指定地域密着型介護予防サービス事業者の
指定等に関する規則の一部を改正する規則

介護保険サービスを提供する事業者の指定の申請等に関する様式につ
いて、令和６年度以降は厚生労働大臣が定める様式で申請等を行うこ
とが義務付けされたことから、本規則において定めのある独自様式を
削除し、厚生労働大臣が定める様式を使用する旨の規定に改めまし
た。

R6.3.29 R6.4.1 長寿介護課



令和６年３月29日に公布された規則の一覧

番号 規則名 あらまし 公布日 施行日 担当課

17
島田市介護予防・日常生活支援総合事業の
人員、設備及び運営に関する基準等を定め
る規則

介護保険法施行規則第140条の63の６第１号に規定する厚生労働大臣
が定める基準が定められたことに伴い、人員に関する基準の緩和等の
必要な改正を行いました。

R6.3.29 R6.4.1
包括ケア推進

課

18 建築基準法施行細則の一部を改正する規則
建築基準法施行令の改正により新たに「大規模の修繕又は大規模の模
様替の特例に係る認定に関する事務」が市の事務となったことに伴
い、その認定の申請書に添付する図書を定めました。

R6.3.29 R6.4.1 建築住宅課

19
島田市印鑑条例施行規則の一部を改正する
規則

印鑑登録証明書交付記録について、印鑑証明書はマイナンバーを利用
することでコンビニ等でも交付を受けることができるようになったた
め、当該様式を使用して交付枚数の履歴を管理することは実態に即さ
なくなったことから、当該様式を使用する手続の規定を削除しまし
た。

R6.3.29 R6.4.1 市民課


